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第１ 地区農業の現状 

 

１ 農業⽣産の動向 

 （１） 地区農業の取組み経緯 

明智地区は恵那市の南部に位置し、標⾼は 210~823ｍと急峻な地形の中⼭間地域である。気候は

恵那市のなかでは⽐較的温暖で、また昼夜の寒暖差が⼤きいため良質な農産物の⽣産には良好である

が、やはり冬期の農業には不向きである。 

地区の⾯積 5,388ha のうち、75％以上を⼭林が占め、農地は 377ha 程である。うち⽥が 275ha

（72％）、畑が 102ha（27％）となっている。ほとんどの農家は⽔稲を中⼼とした作付けであるが、

農家の平均⽔⽥保有⾯積は 41.8a 程、うち⽔稲作付⾯積の平均は 11.7a 程と規模は⼩さい。このた

め個⼈での農業経営は困難であり、また農家の⾼齢化と後継者不⾜により、農地の耕作放棄は年々増

加傾向にある。そのようななか 291 ⼾の農家では、中⼭間地域等直接⽀払制度及び多⾯的機能⽀払

制度を活⽤し、農地及び農業⽤施設の維持を図っている。 

⽔稲のほかトマト・スィートコーンなど市振興作物の栽培が⾏われ、ＪＡを通じた、共同出荷体制

が確⽴されている。トマトは産地として⻑い歴史に裏付けされた⾼い技術⼒と良好な気候により、ひ

がしみの地域のなかでも優秀な収量と⾷味を誇り、⽔稲に次ぐ主要な農産物となっており、近年は若

⼿の新規就農者もできるなど、⽣産規模も維持されている。 

スィートコーンについては、ふるさと宅急便、夏の贈答品として定着し、地区の農業を⽀える⼤き

な柱となってきた。近年は、収穫後にブロッコリーなどを栽培し農業収⼊の向上につなげている。 

その他様々な品⽬が⽣産されているが、その多くは⾃家消費⽤であり、⼀部が「おんさい⼯房」や

⽉に⼀度の「⽇曜朝市」等へ出荷されているものの経営として成⽴していない。 

 

（２） 主要品目の生産状況 

⽔稲 118.9ha
コシヒカリ 106.2ha、ひとめぼれ 4.0ha、 

その他うるち⽶ 7.0ha、もち⽶ 1.7ha 

トマト 1.2ha  

スイートコーン 1.9ha

ブロッコリー 0.7ha

なす 0.2ha

（令和 2 年 10 ⽉末現在） 
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２ 農業構造の動向 

（１） 担い⼿の状況 

ア 認定農業法⼈   農事組合法⼈ ⼩泉（⽔稲） 

イ 認定農業者    佐野 哲夫（⽔稲） 

           鈴⽊ 宏史（⽔稲） 

           井⼝ 英博（施設野菜） 

            

ウ 認定新規就農者  窪⽥ 菜那（施設野菜） 

窪⽥ 定直（施設野菜） 

 

   エ その他担い⼿    

※別紙２ 今後の地域の中⼼となる経営体 参照 

 

（２） 農地の利⽤状況 

⽔⽥の耕作は農事組合法⼈⼩泉や集落営農組織、その他個⼈の担い⼿（⽔稲）への農地利⽤権設定

や作業委託などにより作業負担軽減を図り、耕作放棄地の増加防⽌に努めているが、農地の出し⼿の

要望が受け⼿の許容を上回る状況であり農地集積は進んでいない。 

 

（３） 農村社会 

農家の⾼齢化に伴い保全可能な⾯積が減少し、耕作放棄地や⼿⼊れの⾏き届かない農地が増加傾向

にあるが、中⼭間地域等直接⽀払制度及び多⾯的機能⽀払制度を活⽤し、地区で保全に努めるなどし

ている。 

⼀⽅で⾼齢化による地区コミュニティの限界、不在地主の増加も危機的状況であり、農村社会の維

持が危ぶまれる。 
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第２ 地区農業の問題点・課題 

 

１ 地区の農業のあり⽅ 

   個⼈での農地保全は限界が近づいており、地区住⺠や担い⼿、関係機関と連携し、新たな営農形態

を樹⽴する必要がある。 

 

２ 農地の有効利⽤ 

   地形的に集落及び農地が分散し、また殆どの農地が傾斜地にあるため畦畔も多⼤であり作業効率が

悪い。全ての農地を集約・保全することは困難である。守るべき農地とそうでない農地の取捨選択を

し、守るべき農地を有効利⽤していくことが必要である。 

 

３ ⼈材の育成確保 

農家の⼀部は後継者や新規就農者があるものの個⼈での⼟地利⽤型農業の展開は難しく、農地保全

には繋がりにくいため、後継者や新規就農者を増やしていく⽅策が望まれる。 

地区の⾼齢化率は 42％に迫り、後継者不⾜が顕著で営農組織が利⽤権設定や作業受託により農地

保全を⾏っているが、今後、更に⾼齢化が進むことが予測され、農地の出し⼿要望が多くなり全てを

受けきれない状態が懸念される。 営農組織⾃体も⾼齢化が進んでいるため、若者を雇⽤できる組織

形態が必要である。また、明智地区内においては、⽔⽥経営について営農組織や担い⼿農家が存在す

る地区と存在しない地区があり、町全体として将来にかけての持続的な農業経営については厳しい状

況であるため、明智地区として営農組織や担い⼿の農業経営継続についての検討が必要である。 

 

４ 都市と農村との交流促進 

   ⽇本⼤正村として観光施設を中⼼とした交流事業も⾏われてきたが、顧客ニーズの多様化に対応し

きれない現状もあり観光客は減少傾向にあったが、⼤河ドラマ「麒麟がくる」により明智光秀ゆかり

の地として全国より観光客が訪れているが、直売所で販売する地元農産物が不⾜している状況であり、

地区農業の発展に直売所や⽇曜朝市を活⽤しきれていない。 

 

５ ⽣産・加⼯・流通体制の整備 

   地域で⽣産された農産物の⼀部は、農事組合法⼈おんさい⼯房で加⼯・販売されており、地区に

とって重要な産業となっているが、売り上げ増加とはなっていない。 

    

６ 農村環境の整備 

   美しい農村環境は農地のみならず、⼭林や⾥⼭、河川や道路などの周辺環境も重要であるが、⼈⼝

減少や地主の不在、⽊材価格の低迷と景気の悪化などにより、整備が⾏き届かない状態である。 

農地や河川、道路などは交付⾦や補助⾦を受け、集落協定などで地区住⺠が⼀体となり維持に努め

ているが、新たな整備等は⾏われていない。 
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また⼭林は荒廃が進んでおり、農地への⽇照不⾜や⿃獣害を誘発し、耕作放棄を増⻑させる恐れが

あるため対策が必要である。 

 

７ 地区の現状把握 

 （１） アンケートの実施 

 地区の農地利⽤に関して現状を把握するため、定期的にアンケートを実施する。主な内容は、耕

作者の年齢、所在不明農地の確認、耕作状況、担い⼿への貸付けの希望の有無、５年先・10 年先の

耕作予定、後継者の有無、農地中間管理機構の利⽤希望の有無、農地集約化の可否、今後の耕作拡

⼤の有無等今後は、必要に応じて調査項⽬を変更する。 

 

 （２） アンケートの実施時期 

１回⽬ 令和元年（最新）※現況地⽬ ⽥・畑・原野で合計 30a 以上の所有者を対象に実施 

以後、必要に応じて実施する。 

 

 （３） アンケートの結果 

ア 地区内の耕地⾯積 377.08ha

イ アンケート調査に回答した地区内の農地所有者⼜は耕作者の耕作⾯積の合計 224.22ha

ウ 地区内における 65 歳以上の農業者の耕作⾯積の合計 131.61ha

 （ア） うち後継者未定の農業者の耕作⾯積の合計 91.83ha

 （イ） うち後継者について不明の農業者の耕作⾯積の合計 63.86ha

エ 地区内において今後中⼼経営体が引き受ける意向のある耕作⾯積の合計 0.98ha

 

 （４） その他 

別紙、アンケート調査結果（グラフ）、アンケート調査結果（地図） 
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第３ 地区農業・農村の活性化⽅策 

 
１ 農業農村の活性化の⽬標（柱⽴て） 

 （１） 農地の有効活⽤ 

   守るべき農地を選択し地区全体で保全に努めるとともに、担い⼿への集約化や基盤整備を進め、作

業の効率化を図る。 

 

 （２） 担い⼿の育成・発展 

   就農希望者が円滑に経営を開始できるよう、農地及び住居の斡旋や確保に努める。また営農組織が

存続できるよう、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦等を活⽤するなどして経営体として⾃⽴、地区内の雇

⽤に発展できる仕組みを構築する。 

 

 （３） スマート農業等の技術導⼊ 

   効率の悪い中⼭間地域での農業を少しでも改善するために、スマート農業や新たな栽培⽅法の導⼊

など、技術導⼊に積極的に取り組む。 

 

（４） 地区産業の振興 

   地元農産物の⽣産・消費拡⼤に努めるとともに、農産物処理加⼯施設を活⽤し、加⼯品の開発や復

活に取り組み、地区産業の振興を図る。また直売所への出荷を増やすために、消費者ニーズに合った

農産物の⽣産や、農家ごとに栽培時期を変えて収穫期間を延ばすなどのマネジメントを実施し、販売

拡⼤に繋げる。 

 

２ 推進⽅策 

 （１） 組織 

   明智地区農業振興協議会を会議の場とするだけでなく、住⺠や⾏政・ＪＡ等と連携して、地区農業

の舵取りを⾏う中⼼的な組織として強化・充実を図る。 

 

 （２） 農地 

   守るべき農地を地区で話し合い、その農地の保全に全体で取り組む。また耕作放棄を未然に防ぎ、

担い⼿への集積が円滑に⾏えるよう、情報収集や仲介が⾏える地区コミュニティを醸成する。 

 

 （３） ⼈材 

   地区全体で農地仲介や空き家の確保など、新規就農者や農業後継者などの就農希望者が円滑に経営

を開始できる環境をつくり、農業者の確保に努める。 

   また営農組織にあっては地区住⺠の協⼒を得ながら、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦等を活⽤するな

どし、若年層が職業としての農業を選択できる通年雇⽤を⽬指す⼀⽅、定年退職後世代の活⽤等幅広
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い⼈材を対象とした後継者の確保に努める。 

明智地区全体で、農業経営を持続していくために営農組織の⽴上げや統合、農業法⼈の参⼊や⽴

上げなど、農業の担い⼿確保に向けた検討を⾏う。また、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦や多⾯的機能

⽀払交付⾦の活⽤組織の⽴上げと持続可能な営農組織や担い⼿の検討も⾏う 

 

 （４） マーケティング 

   ⽇本⼤正村、明知鉄道明智駅などの施設に多くの来訪者がある利点を活かし、消費者ニーズの調査

等を⾏い、売れる農産物の⽣産に繋げる。 

 

 （５） ⽣産・加⼯・流通 

   安全安⼼な地元農産物、原材料の⽣産を確保するとともに、消費拡⼤のために地産地消や商品ＰＲ

に努める。 

   新商品の開発や伝統の味の復活など、農産物処理加⼯施設農事組合法⼈おんさい⼯房の有効活⽤に

地区全体で取り組む。 

   ⽇曜朝市、農産物直売所において、マーケティングを通じた新たな作物や加⼯品の⽣産・販売、売

れる農産物を⻑く扱えるように⽣産時期の調整を⾏うなどマネジメントに取り組み、農業者の所得向

上を図る。 

 

 （６） 農村環境 

   農地や⼭林、道路等の保全に地区全体で取り組むとともに、担い⼿の作業負担を低減するスマート

農業技術の導⼊を推進する。また、圃場整備の推進、⾏政に道路整備等の要望を精⼒的に⾏っていく。 

 

 （７） ⼈・農地プランの周知、活⽤ 

 明智地区農業振興基本計画（⼈・農地プラン）を地区の農業の⽅針を⽰すものとして、明智地区

農業振興協議会が中⼼となり、農地利⽤に関するアンケートを実施するなどし、農地や担い⼿など

地区農業の現状を把握し、定期的に本計画について協議・⾒直しをする。また本計画を周知し、地

区全体で計画を推進する。 
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３ 農業⽣産の⽬標 

 （１） 農産物の⽣産⽬標 

作  ⽬ 現状規模 ⽬標規模 備    考 

⽔稲 118.9ha 110.0ha
多収品種の導⼊ 

飼料⽤⽶の取組み 

トマト 1.2ha 1.2ha 新規就農者の確保 

スイートコーン 1.1ha 1.5ha ⽣産農家の増加 

その他野菜 5.2ha 7.2ha 直売所への出荷者及び品⽬の増加 

 

 （２） 担い⼿への農地集積⽬標 

担い⼿名称 集積現状 集積⽬標 備   考 

農事組合法⼈⼩泉 9.9ha 9.9ha  

認定農業者 17.2ha 17.2ha  

その他担い⼿ 38.2ha 40.0ha  

 

 

 



 

第 4 事業実施計画 

優先 

順位 
事 業 名 事業内容 事業効果 事業主体 事業年度 概算事業費 

1 担い⼿の育成 

1 営農組織の体制強化 

2 後継者の育成 

3 新規就農者の確保 

4 営農組織の⽴上げ・担

い⼿確保 

①職業として選択できる農業 

②地区の農業の維持・発展 

③地域振興 

④営農組織の農業経営継続 

農業振興協議会、地

域⾃治区、担い⼿・

各⽣産団体、県、市

ＪＡ 

令和 3 年度〜

令和 12 年度 
2,500 千円 

2 農地調査及び活⽤検討 

・ 守るべき農地の選定

と、集積や活⽤⽅法な

どを検討 

・ 耕作放棄地再⽣の検討 

農地維持の負担軽減と有効活

⽤による地域振興 

農業振興協議会、地

域⾃治区、担い⼿、

地区住⺠、地権者、

県、市 

令和 3 年度〜

令和 12 年度 
1,500 千円 

3 

中⼭間地域等直接⽀払

制度及び多⾯的機能⽀

払制度の活⽤ 

・制度加⼊者及び加⼊農地

の増加 

・交付⾦使途の検討 

より効果的な交付⾦の活⽤に

よる地区農業の振興 

農業振興協議会、集

落協定、制度加⼊

者、担い⼿ 

令和 3 年度〜

令和 12 年度 
25,000 千円 

4 スマート農業の推進 

・ スマート農業の導⼊及

び技術検証 

・ 先進技術に関する研修

の実施 

農作業の効率化・負担軽減に

よる収益性の向上 

農業振興協議会、担

い⼿、県、市、ＪＡ

令和 3 年度〜

令和 12 年度 
10,000 千円 



 

5 
直売体制の強化と 6 次

産業化の取組 

・安全安⼼な直売所出荷作

物の品⽬及び数量の増加 

・栽培品⽬や時期の調整 

・直売所及び農業者の双⽅

が儲かる仕組みづくり 

・GAP 取得へ普及活動 

・地元野菜を加⼯し産品と

する 6 次産業化の取組 

消費者ニーズに合わせた「売

れる野菜づくり」「6 次産業

化による売れるものづくり」

を⻑期間⾏うことでの直売所

の発展と農業所得の増加 

 

 

農業振興協議会、直

売所、農業者、県、

市、ＪＡ 

令和 3 年度〜

令和 12 年度 
2,000 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



明智地区農業関係組織図 
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別紙１　人・農地プラン

令和 2 年 12 月 26 日 令和 2 年 12 月 26 日

１　対象地区の現状

ha
ha
ha
ha
ha
ha

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

　守るべき農地を地区で話し合い、優良農地を選択することで、農地保全に係る負担を軽減と美しい農村
環境の持続を目指す。

　農地の集積や中山間地域等直接払制度・多面的機能支払制度の交付金について、集落や地権者に理解を
求める話し合いを実施する。

　中山間地域等直接払制度や多面的機能支払制度のＰＲ活動を行い、加入者及び加入農地の増加、より効
果的な事業活動を目指す。特に多面的機能支払制度は、協定農用地の破損個所の改修（用水路、農道、農
地）に重点を置き、農業者自らの共同活動により保全に取り組むとともに、営農組織の冬期間の作業とし
て維持補修作業を行うなど、組織が通年雇用が可能な体制づくりに取り組む。

（備考）

　住民の高齢化や後継者不足が著しく、個人での農地保全は限界を迎えつつある。守るべき農地を選択
し、地区や集落で保全を行うとともに、担い手や営農組織への集積を進めるなど、地区住民全体で取り組
む必要がある。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　担い手やの営農組織へ農地の集積・集約化を進めていく。また受け手側の体制整備や中山間地域等直接
払制度や多面的機能支払制度の交付金の使途について、受け手側のみでなく、地区住民や関連団体が一丸
となって取り組んでいく。

ア　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 91.83
イ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 63.86

（４）地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0.98

（１）地区内の耕地面積 377.08
（２）アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 224.22
（３）地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 131.61

市町村名 対象地区名 作成年月日 直近の更新年月日

恵那市 明智地区



経営内容
（作目）

経営内容
（作目）

水稲 6.11 水稲 10.0 
飼料用米 3.94 飼料用米 －

大豆 0.53 大豆 －

露地野菜 0.35 露地野菜 －

夏秋トマト 0.21 夏秋トマト 0.21 
水稲 0.10 水稲 0.30 

水稲 7.4 水稲 8.0 

水稲 3.94 水稲 5.0 

夏秋トマト 0.15 夏秋トマト 0.20 

夏秋トマト 0.12 夏秋トマト 0.12 

6 
認定
新規

就農者
窪田　定直

ha ha

5 
認定
新規

就農者
窪田　菜那

ha ha

4 認定
農業者

佐野　哲夫

ha ha

3 認定
農業者

鈴木　宏史

ha ha

2 認定
農業者

井口　英博

ha ha

経営規模

（ha、頭数等）

経営規模

（ha、頭数等）

1 
認定
農業
法人

（農）小泉

ha ha

別紙２　今後の地域の中心となる経営体

　（１）担い手（認定農業者等）

Ｎｏ 属性
経営体

（氏名）

申請時
今後の農地
利用計画

備考



経営内容 経営内容

1 個人 根崎　義治 トマト 0.18 ha トマト 0.18 ha

2 個人 山内　俊三 トマト 0.14 ha トマト 0.14 ha

3 個人 伊藤　正武 トマト 0.05 ha トマト 0.05 ha

4 個人 寺澤　俊二 なす 0.07 ha なす 0.07 ha

5 個人 阿部　正樹 なす 0.07 ha なす 0.07 ha

6 個人 伊藤　孝文 蒟蒻 0.30 ha 蒟蒻 0.30 ha

7 個人 薮下　文男 蒟蒻 0.20 ha 蒟蒻 0.20 ha

8 個人 山内　章司
蒟蒻
仔牛繁殖

0.30
7

ha
頭

蒟蒻
仔牛繁殖

0.30
7

ha
頭

9 個人 伊藤　圭市 スイートコーン 0.03 ha スイートコーン 0.03 ha

10 個人 門野　吉博 スイートコーン 0.08 ha スイートコーン 0.08 ha

11 個人 永井　弘夫 スイートコーン 0.06 ha スイートコーン 0.06 ha

12 個人 桜井　弘光
スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha

13 個人 根崎　茂
スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha

14 個人 根崎　勝博
スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha

15 個人 西尾　保 スイートコーン 0.07 ha スイートコーン 0.07 ha

16 個人 根崎　勝秋
スイートコーン

ブロッコリー
0.15 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.15 ha

17 個人 桜井　卓男
スイートコーン

ブロッコリー
0.17 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.17 ha

18 個人 堀　　正明
スイートコーン

くり

ブロッコリー

0.04
0.20

ha
スイートコーン

くり

ブロッコリー

0.04
0.20

ha

19 個人 成瀬　茂
スイートコーン

ブロッコリー
0.15 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.15 ha

　（２）地域の担い手（認定農業者以外）

Ｎｏ 属性
経営体

（氏名）

策定時（R２） 今後の農地
備考

経営規模 経営規模



20 個人 山田　順介
スイートコーン

ブロッコリー
0.03 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.03 ha

21 個人 山本　隆夫
スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha

22 個人 安藤　登夫
スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha スイートコーン

ブロッコリー
0.10 ha

23 個人 鈴木　敏男 スイートコーン 0.02 ha スイートコーン 0.02 ha

24 個人 伊藤　仲延 スイートコーン 0.07 ha スイートコーン 0.07 ha

25 個人 三宅　正吾 どじょう 50.00 ｋ どじょう 1000.00 ｋ

26 個人 堀　　廣幸 うめ 0.50 ha うめ 0.50 ha

27 個人 山本　　満 りんご 1.10 ha りんご 1.10 ha

28 個人 井口　喜詳
水稲
農作業受託

2.60 ha 水稲
農作業受託

2.60 ha

29 個人 竹口　金弥
水稲
農作業受託

1.60 ha 水稲
農作業受託

1.60 ha

30 法人 いきいきファーム その他野菜 0.10 ha その他野菜 0.40 ha

31 集落
営農

門野営農組合
水稲
農作業受託

10.00 ha 水稲
農作業受託

10.00 ha

32 集落
営農

野志営農組合
水稲
農作業受託

15.00 ha 水稲
農作業受託

15.00 ha

33 集落
営農

杉平機械化営農組合
水稲
農作業受託

4.00 ha 水稲
農作業受託

4.00 ha

34 集落
営農

高波営農組合
水稲
農作業受託

5.00 ha 水稲
農作業受託

5.00 ha

35 集落
営農

落倉営農組合
水稲
農作業受託

2.50 ha 水稲
農作業受託

4.00 ha

36 集落
営農

大栗機械化営農組合
水稲
農作業受託

1.70 ha 水稲
農作業受託

2.00 ha



農地の利用に関するアンケート 恵那市 明智 地区

アンケート実施期間：令和元年10月15日～令和2年3月10日

農地面積 3,770,817  回答面積 2,242,256     回答率 59.5%

対象者数 461 回答数 331 回答率 71.80%

12

1

3

3

15

営農組織

親戚

隣人

知り合い

個人農業経…

問２ 問１で【その他】に○を記入された方は、誰が農業に従事していますか

213

58

33

3

本人

家族

その他

分からない

問１ 所有農地で主に農業に従事している方はどなたで年齢はおいくつで…

～50歳
3%～65歳

23%

～75歳
43%

75歳以上
31%

問１ 農業従事者の年齢

年齢

～50歳
7%

～65歳
53%

～75歳
20%

75歳以上
20%

問２ 農業従事者の年齢

～50歳

～65歳

～75歳

75歳以上

91

91

128

はい

いいえ

一部耕作

問４ 所有する農地全てを耕作していますか

27

77

はい

いいえ

問５ 問４で【はい】に回答された方は、自己所有地以外の農地も耕作してい

ますか

95

115

はい

いいえ

問６ 問４で【いいえ・一部耕作】に回答された方は、現在、耕作していない

農地の貸付を担い手に希望されますか

302

8

はい

いいえ

問３ 所有する農地の場所を把握していますか



問７ 問６で【いいえ】と回答された方は、貸付しない理由をお答えください

系列2

［理由］

○耕作するほど広くない

○耕作するかもしれない ○畑が少しのため、自家用野菜を作るため

○自分で手入れしています ○自分のできる範囲で管理している為

○今のところ自己保全管理ができている ○自分で管理したい

○今後、作付けしてない場所に作付けしようと考えているから

○回りが他人の農地で、直接耕作できない。道が無い ○農地の工作状態が良くない

ため

○荒畑のため ○水利用が困難（水利が悪い） ○原野になっている

○面積が狭く日当たりが悪い為原野化しているところが一部ある

○現況農地として使用不能のため、災害等 ○鳥獣被害・道・水・の条件悪い為

○田の一部を作っていない。日陰を作らない

○農地の一部は耕作している ○畑として使用

○山の中です ○転作等

○借り手がない

○個人農業経営者にお願いしています

168

124

はい

いいえ

問８－１ ５年先も継続して自ら耕作でき

ますか

23

5

0

3

13

144

営農組合

親戚

隣人

知り合い

個人農業経…

分からない

問９ 問８で【いいえ】に○を記入された方は、誰が耕作しますか

87

152

はい

いいえ

問８－２ １０年先も継続して自ら耕作できますか

202

75

はい

いいえ

問１１ 耕作できなくなったときに、中間管理機構を利用して農地を預けたい

ですか

［いいえ］の理由

136

125

はい

いいえ

問１２ 農地の集約化は可能ですか

119

172

後継者がいる

後継者がいな

い

問１０ 農業後継者はいますか

1

293

はい

いいえ

問１３ 農地を借りて耕作面積を拡大したいですか

○山間地で機会が入らない ○農業はやらない ○売りたい

○後継者に任せる ○地区で営農組合を作る予定があるため、個人で決められない

○それまでして耕作する必要はない

○後継者がいないのに耕作を続ける意味が無い






